
亜 細 亜 大 学 

令和７年度 社会人聴講生出願要領 
 

１．社会人聴講生制度 

社会人聴講生制度とは、亜細亜大学が地域に開かれた大学として、大学が所有する

学術研究・教育分野における実績を、授業科目を通して広く社会人にも開放し提供する

制度です。ただし、単位の認定は行いません。 

 

２．出願資格 

 （１） 本学の授業科目の聴講を希望する満２３歳以上の方。 

     ただし、当該年度「武蔵野地域自由大学」聴講制度との併願はできません。 

（２） 外国籍の方は、当該年度１年間の滞在査証の発給を受けていること。   

 

３．聴講科目 

当該年度の授業は、原則として対面方式で行います。 

ただし、対面授業半期１３回の中でも教育効果を考慮したうえで、個別の授業として（あ

るいは個別の授業のなかで）オンライン（「Zoom」などのオンライン会議システム）のコミュ

ニケーションが活用される場合もございますので、動画を視聴できる通信環境もご準備い

ただき、両方に対応できるようお願いします。 

（実技・実習・演習・課程関係科目及び一部の外国語科目等は聴講できません） 

① 通年科目（１週間に１回の授業が年間を通して行われる） 

② 半期集中科目（１週間に２回の授業が春学期又は秋学期に行われる） 

③ 半期科目（１週間に１回の授業が春学期又は秋学期に行われる） 

また、聴講科目で休講があった場合には、補講を行うことがあります。 

    ※科目一覧をご確認いただき希望科目が決まりましたら、教学センター

(kyogaku@asia-u.ac.jp)宛に必要なシラバスをご連絡ください。 

メール添付にてシラバスをお送りいたします。 

     件名：社会人聴講生シラバス希望   

     内容：氏名・希望のシラバス科目名・講義コード・教員名・曜日時限・ 

連絡先電話番号 

 

４．聴講の制限 

 （１） 年間１２単位を超える聴講はできません。 

 （２） 原則として、聴講許可後の科目変更は認めておりません。 

ただし、聴講が許可された科目でも、始業後に正規学生の受講がない場合は、許可取

り消しとなります。この場合は、希望により科目の変更が認められます。変更希望がな

い場合は、登録を取り消し、納入金（選考料、聴講料）及び提出した書類の一部（住民

票）を返還します。 

 

５．聴講料 

通年及び半期集中科目 １科目：３０，０００円 

半 期 科 目                １科目：１５，０００円 

 

６．出願手続き 

（１）選考料：５，０００円 （出願期間内に下記振込先口座へ納入してください） 

 

mailto:kyogaku@asia-u.ac.jp


銀行・支店名   三菱 UFJ 銀行 武蔵境支店  

口座番号     当座）9000052 

口座名      ｶﾞｸ)ｱｼﾞｱｶﾞｸｴﾝ 

 

（２）提出書類： 

①社会人聴講生願書 本学所定の用紙に必要事項を記入し、写真を貼付。 

○証明写真のみ可。（背景１色、脱帽、正面、縦 4.0cｍ×横 3.0ｃｍ） 

デジタルカメラ等で撮影し印刷したもの、カラーコピー、スナップ写真は不可。 

【注意】聴講が許可された場合には、聴講手続き時に学生証用写真（縦 3.0cm×横

2.4cm）１枚が別途必要 

 

②健康診断書 

医療機関等において出願日より１年以内に受診した、現病歴と胸部レントゲン検査結

果の記載があるもの（本学所定の「健康診断書」に証明いただき、提出も可）。 

 

③以下に該当する方は住民票原本１通が必要になります。 

○新規登録の方（前年度自由大学聴講生登録者の方も新規登録者として扱う） 

○前年度社会人聴講生であっても、年度内に住所変更した場合 

○前年度社会人聴講生として登録しなかった方 

 なお、外国籍の方は、パスポート及び在留カードのコピーを同封のこと 
 

７．出願期間（下記の受付期間を厳守してください） 

（１）出願期間：令和７年３月３日(月）～３月６日(木）必着で郵送してください。 

（２）送り先：〒１８０-８６２９  東京都武蔵野市境５-８ 

                   亜細亜大学教務部教学センター 社会人聴講生係 

 

８．結果通知及び聴講手続き 

 選考は原則として書類審査で行います。 

選考結果は願書締切り後１０日前後に郵送で通知をします。聴講を許可された方は、「聴

講許可書」と一緒に送付する「社会人聴講生科目登録書」に署名・捺印のうえ、教学セン

ターへご返送ください。また、「聴講料」については、結果通知と合わせてご案内する振込

先へ期日までに納入してください。 

 

９．その他 

（１）社会人聴講生として不適当な行為があった場合は、聴講生の資格を取り消します。 

  （２）聴講科目に関する期末試験の受験を希望する者は、担当教員の許可を得て受験すること

ができますが、単位認定は行いません。 

（３）聴講期間は学内の諸施設を利用することができます。 

（４）聴講生ガイダンス（４/９ 10:00～11:00）には必ず出席するようにしてください。 

 

※お問い合わせは下記Ｅ-mail にお願いします。 

 
社会人聴講生に関するお問い合わせ先 

１号館１階 亜細亜大学 教務部教学センター 

℡（０４２２）３６‐３１８７ 
〒１８０-８６２９  東京都武蔵野市境５-８ 

ホームページ：http://www.asia-u.ac.jp  Ｅ-mail:kyogaku@asia-u.ac.jp 

http://www.asia-u.ac.jp/

